
第１段階 300円 820円 1,963円 111,999円

第２段階 600円 820円 2,263円 120,699円

第３段階① 1,000円 1,310円 3,153円 145,509円

第３段階② 1,300円 1,310円 3,453円 155,209円

第４段階 1,445円 2,006円 4,294円 179,598円

第１段階 300円 820円 2,040円 105,310円

第２段階 600円 820円 2,340円 114,010円

第３段階① 1,000円 1,310円 3,230円 139,820円

第３段階② 1,300円 1,310円 3,530円 148,520円

第４段階 1,445円 2,006円 4,371円 172,909円

第１段階 300円 820円 2,124円 75,098円

第２段階 600円 820円 2,424円 83,798円

第３段階① 1,000円 1,310円 3,314円 109,608円

第３段階② 1,300円 1,310円 3,614円 118,308円

第４段階 1,445円 2,006円 4,455円 142,697円

第１段階 300円 820円 2,204円 78,217円

第２段階 600円 820円 2,504円 86,917円

第３段階① 1,000円 1,310円 3,394円 112,727円

第３段階② 1,300円 1,310円 3,694円 121,427円

第４段階 1,445円 2,006円 4,535円 145,816円

第１段階 300円 820円 2,283円 81,260円

第２段階 600円 820円 2,583円 89,960円

第３段階① 1,000円 1,310円 3,473円 115,770円

第３段階② 1,300円 1,310円 3,773円 124,470円

第４段階 1,445円 2,006円 4,614円 148,859円

◇食費・居住費の負担額については、以下の基準で減額の制度があります。
区分

長期利用
者提供
減算

第３段階
② 住民税　非課税

世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む）が住民税非課
税で課税年金収入と合計所得金額と非課税年金収入額の合計が
120万円超

第４段階 住民税　課税

預貯金等が単身で500万円、
夫婦で1,500万円以下

一般世帯（住民税課税世帯）

第２段階 住民税　非課税
世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む）が住民税非課
税で課税年金収入と合計所得金額と非課税年金収入額の合計が
80万円以下

第３段階
① 住民税　非課税

世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む）が住民税非課税で
課税年金収入と合計所得金額と非課税年金収入額の合計が80万円
超120万以下

17円 1,163円

課税区分（世帯全員）

第１段階 住民税　非課税
生活保護を受けている方
老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方

預貯金等が単身で650万円、
夫婦で1,650万円以下

預貯金等が単身で550万円、
夫婦で1,550万円以下

要介護
５

987円 22円 35円 18円 86円 28円

対象者

預貯金等が単身で1,000万円、
夫婦で2,000万円以下

要介護
４

918円 22円 35円 18円 80円

-30円

-30円

介護度
利用者
負担段階

介護保険
1割負担

要介護
2

772円 22円 35円 18円 -30円 68円

１割負担
加算合計

食費
（1日）

居住費
（1日）

合計
（1日）

令和6年4月～　利用料金のめやす（1割負担の方）【けやき荘ショートステイサービス】

要介護
３

847円 22円 35円 18円 74円 24円 14円 1,004円-30円

要介護
1

704円 22円 35円 18円 -30円 62円 20円 12円

22円 13円

連続利用31日目から６０日目まで

加算（1日）

843円

920円

合計
（30日）
自費1回含む

限度額越え含む
（介護１、介護２）

サービス
提供体制
強化
加算Ⅰ

看護体制
加算Ⅲイ
Ⅳイ

夜勤職員
配置加算
（Ⅱ）

介護職員
処遇改善
加算Ⅰ

介護職員
等特定処
遇改善
加算Ⅰ

介護職員
等ベース
アップ等
支援加算

26円 15円 1,084円


